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本号で公布された条例のあらまし 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第32号） 

１ 難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正等に伴い、所要の改正をすることとしました。 

２ この条例は、令和６（2024）年６月20日から施行することとしました。 

◇栃木県県税条例及び栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改

正（栃木県条例第33号） 

１ 地方税法等の一部改正に伴い、法人事業税に係る外形標準課税の対象法人を見直すこと等のため、所要の

改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和７（2025）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 



（2） 号外第41号令和６（2024）年６月19日　水曜日 栃 木 県 公 報
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次
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掲
げ
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条
例
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。
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す
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す
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1
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栃
木
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
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条
例
（
以
下
こ

の
項
に
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い
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「
条
例
」
と
い
う
。
）
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づ
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事
務
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れ
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弾
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に
対
す
る
援
護
に
関
す
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法
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成
６
年
法
律
第

1
1
7

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
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対
す
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援
護
に
関
す
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法
律
施
行
令
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成
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政
令
第

2
6
号
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以
下
こ
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「
政
令
」
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い
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。
）
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
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関
す
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法
律
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行
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則
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成
７
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厚
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省
令
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3
3
号
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「
省
令
」
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う
。
）
及
び
原
子
爆
弾
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爆
者
に
対
す
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援
護
に
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す
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法
律
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行
規
則
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を
改
正
す
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省
令
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平
成
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5
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厚
生
労
働
省
令
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1
6
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下
こ
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に
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平
成

1
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改
正
省
令
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）
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づ
く
事
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、
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掲
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の
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定
に
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手
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交
付
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(
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の
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定
に
よ
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付
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護
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令
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す
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援
護
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す
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厚
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省
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3
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令
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令
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令
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援
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6
号
。
以
下
こ
の
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令
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令
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令
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令
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付
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令
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令
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の
項
に
お
い
て

「
政
令
」
と
い
う
。
）
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
７
年
厚
生
省
令
第

3
3
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い

う
。
）
及
び
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

1
5
年
厚
生
労
働
省
令
第

1
6
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
平
成

1
5
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
 

 
(
1
)
 
略

 

(
2
)
 
法
第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付

 

(
3
)
～

(
6
)
 
略

 

(
7
)
 
政
令
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
書
の
交
付

 

(
8
)
 
政
令
第

1
1
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
電
子
的
方
法
に
よ

り
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
理
等

 

(
8
)
 
政
令
第

1
1
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
電
子
的
方
法
に
よ

り
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
理
等

 

(
9
)
0
 
政
令
第

1
2
条
（
政
令
第

1
6
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
届
出

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
の
受
理
等

 

(
1
0
)
 
政
令
第

1
3
条
（
政
令
第

1
6
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
申
出

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
の
受
理
等

 

(
1
1
)
 
政
令
第

1
5
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
の
受
理
等

 

(
1
0
)
 
政
令
第

1
6
条
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第

1
2
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
電

子
的
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
理
等

 

(
1
2
)
 
政
令
第

1
6
条
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第

1
3
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
電

子
的
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
理
等

 

(
1
2
)
～

(
2
0
)
 
略

 

(
2
1
)
～

(
3
0
)
 
略

 

(
2
1
)
～

(
3
0
)
 
略

 

(
3
1
)
 
省
令
第
4
4
条

 
 
 
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
3
2
)
 
略

 

  

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
６
月

2
0
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 
 

 

(
3
7
)
 
省
令
第
4
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
3
8
)
～
(
4
3
)
 
略

 

(
4
4
)
 
省
令
第
5
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
保
健
手
当
証
書
の
返
付
及
び
交
付

 

(
4
5
)
 
省
令
第
5
8
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
保
健
手
当
証
書
の
返
付

 

(
4
6
)
～
(
6
1
)
 
略

 

1
6
の
２

 
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
6
年
法
律
第

5
0

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医

療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第

1
2
1
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
 

(
1
)
～
(
7
)
 
略

 

(
8
)
 
法
第

2
8
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
難
病
要
支
援
者
証
明
事
業
の
実
施

 

(
9
)
～
(
1
2
)
 
略

 

1
7
～

3
1
 
略

 

 
 

(
3
3
)
 
省
令
第
4
8
条

 
 
 
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
3
4
)
～

(
3
9
)
 
略

 

(
4
0
)
 
省
令
第
5
8
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
保
健
手
当
証
書
の
返
付
及
び
交
付

 

(
4
1
)
 
省
令
第
5
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
保
健
手
当
証
書
の
返
付

 

(
4
2
)
～

(
5
7
)
 
略

 

1
6
の
２

 
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
6
年
法
律
第

5
0

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医

療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第

1
2
1
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
 

(
1
)
～

(
7
)
 
略

 

 

(
8
)
～

(
1
1
)
 
略

 

1
7
～

3
1
 
略
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附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
６
月

2
0
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 
 

 

(
3
7
)
 
省
令
第
4
8
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
3
8
)
～
(
4
3
)
 
略

 

(
4
4
)
 
省
令
第
5
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
保
健
手
当
証
書
の
返
付
及
び
交
付

 

(
4
5
)
 
省
令
第
5
8
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
保
健
手
当
証
書
の
返
付

 

(
4
6
)
～
(
6
1
)
 
略

 

1
6
の
２

 
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
6
年
法
律
第

5
0

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医

療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第

1
2
1
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
 

(
1
)
～
(
7
)
 
略

 

(
8
)
 
法
第
2
8
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
難
病
要
支
援
者
証
明
事
業
の
実
施

 

(
9
)
～
(
1
2
)
 
略

 

1
7
～

3
1
 
略

 

 
 

(
3
3
)
 
省
令
第
4
8
条

 
 
 
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
等

 

(
3
4
)
～

(
3
9
)
 
略

 

(
4
0
)
 
省
令
第
5
8
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
保
健
手
当
証
書
の
返
付
及
び
交
付

 

(
4
1
)
 
省
令
第
5
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
保
健
手
当
証
書
の
返
付

 

(
4
2
)
～

(
5
7
)
 
略

 

1
6
の
２

 
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
6
年
法
律
第

5
0

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医

療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第

1
2
1
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も

の
 

(
1
)
～

(
7
)
 
略

 

 

(
8
)
～

(
1
1
)
 
略

 

1
7
～

3
1
 
略

 

 
 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

3
3
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
県
税
条
例
及
び
栃
木
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
（

栃
木
県

県
税
条

例
の
一

部
改

正
）

 

第
１
条

 
栃

木
県

県
税

条
例

（
平

成
1
7
年

栃
木
県

条
例
第

５
号

）
の
一

部
を
次

の
よ
う

に
改

正
す

る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

第
２
条

 
栃

木
県

県
税

条
例

の
一

部
を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

 
次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

附
 
則

 

第
2
3
条
の
２

 
略

 

 

（
事

業
税
の

納
税
義

務
者
等

の
特

例
）

 

第
2
3
条
の
３

 
第

5
4
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

分
の
間

、
同

項
第

１

号
イ

中
「

１
億
円

以
下

の
も

の
」

と
あ

る
の
は

、
「

１
億

円
以

下
の

も
の

（
前

事
業

年
度

の
事

業
税
に

つ
い

て
ア

に
掲

げ
る

法
人
に

該
当

し
た

も
の

で
あ

っ
て
、

払
込

資

本
の

額
（

法
人
が

株
主

又
は

合
名

会
社

、
合
資

会
社

若
し

く
は

合
同

会
社
の

社
員

そ

の
他

法
人

の
出
資

者
か

ら
出

資
を

受
け

た
金
額

と
し

て
施

行
令

附
則

第
６
条

に
規

定

す
る

金
額
を

い
う
。

）
が
1
0
億
円

を
超
え

る
も
の

を
除
く

。
）

」
と
す

る
。

 

附
 
則

 

第
2
3
条
の
２

 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
事

業
税
の

納
税
義

務
者
等

）
 

第
5
4
条

 
法
人

の
行

う
事

業
に

対
す

る
事
業

税
は

、
法

人
の

行
う

事
業
に

対
し

、
次

の

各
号

に
掲

げ
る
事

業
の

区
分

に
応

じ
、

当
該
各

号
に

定
め

る
額

に
よ

り
、
そ

の
法

人

に
課

す
る
。

 

（
事

業
税
の

納
税
義

務
者
等

）
 

第
5
4
条

 
法
人

の
行

う
事

業
に

対
す

る
事
業

税
は

、
法

人
の

行
う

事
業
に

対
し

、
次

の

各
号

に
掲

げ
る
事

業
の

区
分

に
応

じ
、

当
該
各

号
に

定
め

る
額

に
よ

り
、
そ

の
法

人

に
課

す
る
。

 

  



（5）号外第41号栃 木 県 公 報令和６（2024）年６月19日　水曜日

(
1
)
 
次

号
か

ら
第
４

号
ま
で

に
掲

げ
る
事

業
以
外

の
事
業

 
次

に
掲
げ

る
法
人

の
区

分
に

応
じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め

る
額

 

ア
 

略
 

イ
 

法
第

7
2
条

の
４

第
１

項
各

号
（

事
業

税
の

非
課

税
の

範
囲

）
に

掲
げ

る
法

人
、

法
第

7
2
条

の
５

第
１

項
各

号
（

法
人

の
事

業
税

の
非

課
税

所
得

等
の

範

囲
）

に
掲

げ
る

法
人

、
法

第
7
2
条
の

2
4
の

７
第

７
項

各
号

（
法

人
の

事
業

税
の

標
準

税
率

等
）

に
掲

げ
る

法
人

、
第

３
項

の
規
定

に
よ

り
法

人
と

み
な

さ
れ
る

も
の

、
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

法
人

と
み

な
さ
れ

る
も

の
、

投
資

信
託

及
び
投

資
法

人
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
6
年

法
律

第
1
9
8
号

）
第

２
条

第
1
2
項

（
定

義
）

に
規

定
す

る
投

資
法

人
、

資
産

の
流

動
化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
0
年
法

律
第

1
0
5
号

）
第

２
条

第
３

項
（

定
義

）
に

規
定

す
る

特
定

目
的

会
社

並
び

に

一
般

社
団

法
人

（
非

営
利

型
法

人
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
及

び
一

般
財

団
法

人
（

非
営

利
型

法
人

に
該

当
す

る
も

の
を
除

く
。

）
（

以
下

イ
に

お
い
て

「
所

得
等

課
税

法
人

」
と

い
う

。
）

並
び

に
所
得

等
課

税
法

人
以

外
の

法
人
で

資
本

金
の

額
若

し
く

は
出

資
金

の
額

が
１

億
円
以

下
の

も
の

又
は

資
本

若
し
く

は
出

資
を

有
し

な
い

も
の

（
所

得
等

課
税

法
人
以

外
の

法
人

の
う

ち
次

に
掲
げ

る
法

人
に
該

当
す
る

も
の
を

除
く

。
）
 

所
得
割

額
 

 
 

 
(
ｱ
)
 
特

定
法
人

（
払

込
資

本
の
額

（
法
人

が
株
主

又
は

合
名

会
社

、
合

資
会
社

若
し

く
は

合
同

会
社

の
社

員
そ

の
他

法
人

の
出

資
者

か
ら

出
資

を
受

け
た

金

額
と

し
て

施
行

令
第

1
0
条

の
２

に
規

定
す

る
金

額
を

い
う

。
以

下
(
ｱ
)
及

び

(
ｲ
)
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

5
0
億

円
を

超
え

る
法

人
（

イ
に

掲
げ

る
法

人
を

除
く

。
）

及
び

保
険

業
法

に
規

定
す

る
相

互
会

社
（

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

と

し
て

施
行

令
第

1
0
条

の
３

に
規

定
す

る
も

の
を

含
む

。
）

を
い

う
。

以
下

(
ｱ
)
及

び
(
ｲ
)
に

お
い

て
同

じ
。

）
と

の
間

に
当

該
特

定
法

人
に

よ
る

完
全
支

配
関

係
（

法
人

税
法

第
２
条

第
1
2
号

の
７

の
６

に
規

定
す

る
完

全
支

配
関

係

を
い

う
。

以
下

(
ｱ
)
及

び
(
ｲ
)
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

あ
る

法
人

の
う

ち
払

込

資
本

の
額

（
地

方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
６

年
法

律
第

４

号
）

の
公

布
の

日
以

後
に

当
該

法
人

と
当

該
特

定
法

人
と

の
間

に
完

全
支

配

関
係

（
当

該
法

人
以

外
の

特
定

法
人

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
に

限
る

。
）

が

あ
る

場
合

そ
の

他
施

行
令

第
1
0
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

場
合

に
お

い

て
、

当
該

法
人

が
剰

余
金

の
配

当
（

払
込

資
本

の
額

の
う

ち
施

行
令

第
1
0
条

の
５

に
規

定
す
る

額
の

減
少

に
伴

う
も

の
に
限

る
。

以
下

(
ｱ
)
及

び
(
ｲ
)
に
お

い
て

同
じ

。
）

又
は

出
資

の
払

戻
し

を
し

た
と

き
は

、
当

該
剰

余
金

の
配

当

又
は

出
資

の
払

戻
し

に
よ

り
減

少
し

た
払

込
資

本
の

額
を

加
算

し
た

額
）

が

(
1
)
 
次

号
か

ら
第
４

号
ま
で

に
掲

げ
る
事

業
以
外

の
事
業

 
次

に
掲
げ

る
法
人

の
区

分
に

応
じ
、

そ
れ
ぞ

れ
次
に

定
め

る
額

 

ア
 

略
 

イ
 

法
第

7
2
条

の
４

第
１

項
各

号
（

事
業

税
の

非
課

税
の

範
囲

）
に

掲
げ

る
法

人
、

法
第

7
2
条

の
５

第
１

項
各

号
（

法
人

の
事

業
税

の
非

課
税

所
得

等
の

範

囲
）

に
掲

げ
る

法
人

、
法

第
7
2
条
の

2
4
の

７
第

７
項

各
号

（
法

人
の

事
業

税
の

標
準

税
率

等
）

に
掲

げ
る

法
人

、
第

３
項

の
規
定

に
よ

り
法

人
と

み
な

さ
れ
る

も
の

、
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

法
人

と
み

な
さ
れ

る
も

の
、

投
資

信
託

及
び
投

資
法

人
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
6
年

法
律

第
1
9
8
号

）
第

２
条

第
1
2
項

（
定

義
）

に
規

定
す

る
投

資
法

人
、

資
産

の
流

動
化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
0
年
法

律
第

1
0
5
号

）
第

２
条

第
３

項
（

定
義

）
に

規
定

す
る

特
定

目
的

会
社

並
び

に

一
般

社
団

法
人

（
非

営
利

型
法

人
に

該
当

す
る
も

の
を

除
く

。
）

及
び

一
般
財

団
法

人
（

非
営

利
型

法
人

に
該

当
す

る
も

の
を
除

く
。

）
並

び
に

こ
れ

ら
の
法

人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
以

外
の

法
人
で

資
本

金
の

額
若

し
く

は
出

資
金

の
額

が
１

億
円
以

下
の

も
の

又
は

資
本

若
し
く

は
出

資
を

有
し

な
い

も
の

（
所

得
等

課
税

法
人

以
外

の
法

人
の

う
ち

次
に

掲
げ

る
法

人
に
該

当
す
る

も
の
を

除
く

。
）

 
所

得
割

額
 

                 

 
（

栃
木
県

地
方
活

力
向
上

地
域

に
お
け

る
県
税

の
課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
３
条

 
栃

木
県
地

方
活
力

向
上

地
域
に

お
け
る

県
税
の

課
税

免
除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る
条

例
（
平

成
2
8
年

栃
木

県
条
例

第
1
1
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

２
億

円
を
超

え
る
も

の
 

(
ｲ
)
 
法

人
と
の

間
に
完

全
支

配
関

係
が
あ

る
全
て

の
特
定

法
人

が
有

す
る

株
式

及
び

出
資

の
全

部
を

当
該

全
て

の
特

定
法

人
の

う
ち

い
ず

れ
か

一
の

も
の

が

有
す

る
も

の
と

み
な

し
た

場
合

に
お

い
て

当
該

い
ず

れ
か

一
の

も
の

と
当

該

法
人

と
の

間
に

当
該

い
ず

れ
か

一
の

も
の

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

こ

と
と

な
る

と
き

の
当

該
法

人
の

う
ち

払
込

資
本

の
額

（
地

方
税

法
等

の
一

部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

６
年

法
律

第
４

号
）

の
公

布
の

日
以

後
に

、
特

定

親
法

人
（

当
該

事
業

年
度

に
お

い
て

当
該

法
人

と
他

の
法

人
と

の
間

に
当

該

他
の

法
人

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

当
該

他
の

法
人

を

い
う

。
以

下
(
ｲ
)
に

お
い

て
同

じ
。

）
と

当
該

法
人

と
の

間
に

当
該

特
定

親

法
人

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
り

、
か

つ
、

当
該

法
人

と
の

間
に

完
全
支

配
関

係
が

あ
る

全
て

の
特

定
法

人
が

有
す

る
株

式
及

び
出

資
の

全
部

を
当

該

全
て

の
特

定
法

人
の

う
ち

い
ず

れ
か

一
の

も
の

が
有

す
る

も
の

と
み

な
し

た

場
合

に
お

い
て

当
該

い
ず

れ
か

一
の

も
の

と
当

該
法

人
と

の
間

に
当

該
い

ず

れ
か

一
の

も
の

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

こ
と

と
な

る
と

き
そ

の
他

施

行
令

第
1
0
条

の
４

第
２

項
に

規
定

す
る

場
合

に
、

当
該
法

人
が

剰
余

金
の
配

当
又

は
出

資
の

払
戻

し
を

し
た

と
き

は
、

当
該

剰
余

金
の

配
当

又
は

出
資

の

払
戻

し
に

よ
り

減
少

し
た

払
込

資
本

の
額

を
加

算
し

た
額

）
が

２
億

円
を
超

え
る

も
の
（

(
ｱ
)
に

掲
げ

る
法

人
を

除
く
。

）
 

(
2
)
～

(
4
)
 

略
 

２
～

４
 
略

 

  
 

 
附
 
則

 

（
事

業
税
の

納
税
義

務
者
等

の
特

例
）

 

第
2
3
条
の
３

 
第

5
4
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

分
の

間
、

同
項

第
１

号
イ

中
「

１
億
円

以
下

の
も

の
」

と
あ

る
の
は

、
「

１
億

円
以

下
の

も
の

（
前

事
業

年
度

の
事

業
税
に

つ
い

て
ア

に
掲

げ
る

法
人
に

該
当

し
た

も
の

で
あ

っ
て
、

払
込

資

本
の

額
（

法
人
が

株
主

又
は

合
名

会
社

、
合
資

会
社

若
し

く
は

合
同

会
社
の

社
員

そ

の
他

法
人

の
出
資

者
か

ら
出

資
を

受
け

た
金
額

と
し

て
施

行
令

附
則

第
５
条

の
７

に

規
定

す
る
金

額
を
い

う
。
）

が
1
0
億

円
を

超
え
る

も
の
を

除
く

。
）
」

と
す
る

。
 

                   

(
2
)
～
(
4
)
 

略
 

２
～

４
 

略
 

  
 

 
附

 
則

 

（
事

業
税
の

納
税
義

務
者
等

の
特

例
）

 

第
2
3
条
の
３

 
第

5
4
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

分
の

間
、

同
項

第
１

号
イ

中
「

１
億
円

以
下

の
も

の
」

と
あ

る
の
は

、
「

１
億

円
以

下
の

も
の

（
前

事
業

年
度

の
事

業
税
に

つ
い

て
ア

に
掲

げ
る

法
人
に

該
当

し
た

も
の

で
あ

っ
て
、

払
込

資

本
の

額
（

法
人
が

株
主

又
は

合
名

会
社

、
合
資

会
社

若
し

く
は

合
同

会
社
の

社
員

そ

の
他

法
人

の
出
資

者
か

ら
出

資
を

受
け

た
金
額

と
し

て
施

行
令

附
則

第
６
条

あ
あ

に

規
定

す
る
金

額
を
い

う
。
）

が
1
0
億

円
を

超
え
る

も
の
を

除
く

。
）
」

と
す
る

。
 

 



（6） 号外第41号令和６（2024）年６月19日　水曜日 栃 木 県 公 報

 
（

栃
木
県

地
方
活

力
向
上

地
域

に
お
け

る
県
税

の
課
税

免
除

及
び
不

均
一
課

税
に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
３
条

 
栃

木
県
地

方
活
力

向
上

地
域
に

お
け
る

県
税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に
関

す
る
条

例
（
平

成
2
8
年

栃
木

県
条
例

第
1
1
号

）
の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す
る

。
 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

２
億

円
を
超

え
る
も

の
 

(
ｲ
)
 
法

人
と
の

間
に
完

全
支

配
関

係
が
あ

る
全
て

の
特
定

法
人

が
有
す

る
株

式

及
び

出
資

の
全

部
を

当
該

全
て

の
特

定
法

人
の

う
ち

い
ず

れ
か

一
の

も
の

が

有
す

る
も

の
と

み
な

し
た

場
合

に
お

い
て

当
該

い
ず

れ
か

一
の

も
の

と
当

該

法
人

と
の

間
に

当
該

い
ず

れ
か

一
の

も
の

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

こ

と
と

な
る

と
き

の
当

該
法

人
の

う
ち

払
込

資
本

の
額

（
地

方
税

法
等

の
一

部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

６
年

法
律

第
４

号
）

の
公

布
の

日
以

後
に

、
特

定

親
法

人
（

当
該

事
業

年
度

に
お

い
て

当
該

法
人

と
他

の
法

人
と

の
間

に
当

該

他
の

法
人

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

当
該

他
の

法
人

を

い
う

。
以

下
(
ｲ
)
に

お
い

て
同

じ
。

）
と

当
該

法
人

と
の

間
に

当
該

特
定

親

法
人

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
り

、
か

つ
、

当
該

法
人

と
の

間
に

完
全
支

配
関

係
が

あ
る

全
て

の
特

定
法

人
が

有
す

る
株

式
及

び
出

資
の

全
部

を
当

該

全
て

の
特

定
法

人
の

う
ち

い
ず

れ
か

一
の

も
の

が
有

す
る

も
の

と
み

な
し

た

場
合

に
お

い
て

当
該

い
ず

れ
か

一
の

も
の

と
当

該
法

人
と

の
間

に
当

該
い

ず

れ
か

一
の

も
の

に
よ

る
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

こ
と

と
な

る
と

き
そ

の
他

施

行
令

第
1
0
条

の
４

第
２

項
に

規
定

す
る

場
合

に
、

当
該
法

人
が

剰
余

金
の
配

当
又

は
出

資
の

払
戻

し
を

し
た

と
き

は
、

当
該

剰
余

金
の

配
当

又
は

出
資

の

払
戻

し
に

よ
り

減
少

し
た

払
込

資
本

の
額

を
加

算
し

た
額

）
が

２
億

円
を
超

え
る

も
の
（

(
ｱ
)
に

掲
げ

る
法

人
を

除
く
。

）
 

(
2
)
～

(
4
)
 

略
 

２
～

４
 
略

 

  
 

 
附
 
則

 

（
事

業
税
の

納
税
義

務
者
等

の
特

例
）

 

第
2
3
条
の
３

 
第

5
4
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

分
の

間
、

同
項

第
１

号
イ

中
「

１
億
円

以
下

の
も

の
」

と
あ

る
の
は

、
「

１
億

円
以

下
の

も
の

（
前

事
業

年
度

の
事

業
税
に

つ
い

て
ア

に
掲

げ
る

法
人
に

該
当

し
た

も
の

で
あ

っ
て
、

払
込

資

本
の

額
（

法
人
が

株
主

又
は

合
名

会
社

、
合
資

会
社

若
し

く
は

合
同

会
社
の

社
員

そ

の
他

法
人

の
出
資

者
か

ら
出

資
を

受
け

た
金
額

と
し

て
施

行
令

附
則

第
５
条

の
７

に

規
定

す
る
金

額
を
い

う
。
）

が
1
0
億

円
を

超
え
る

も
の
を

除
く

。
）
」

と
す
る

。
 

                   

(
2
)
～
(
4
)
 

略
 

２
～

４
 

略
 

  
 

 
附

 
則

 

（
事

業
税
の

納
税
義

務
者
等

の
特

例
）

 

第
2
3
条
の
３

 
第

5
4
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

分
の

間
、

同
項

第
１

号
イ

中
「

１
億
円

以
下

の
も

の
」

と
あ

る
の
は

、
「

１
億

円
以

下
の

も
の

（
前

事
業

年
度

の
事

業
税
に

つ
い

て
ア

に
掲

げ
る

法
人
に

該
当

し
た

も
の

で
あ

っ
て
、

払
込

資

本
の

額
（

法
人
が

株
主

又
は

合
名

会
社

、
合
資

会
社

若
し

く
は

合
同

会
社
の

社
員

そ

の
他

法
人

の
出
資

者
か

ら
出

資
を

受
け

た
金
額

と
し

て
施

行
令

附
則

第
６
条

あ
あ

に

規
定

す
る
金

額
を
い

う
。
）

が
1
0
億

円
を

超
え
る

も
の
を

除
く

。
）
」

と
す
る

。
 

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
事

業
税
の

不
均
一

課
税
）

 

第
２
条

 
知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域
内

に
お

い
て

法
第

５
条

第
1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条
第

１
項

の

地
域

再
生

計
画
（

同
条

第
４

項
第

５
号

に
規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域
等

特
定

業

務
施

設
整

備
事
業

に
関

す
る

事
項

が
記

載
さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公
示

さ
れ

た

日
（

地
域

再
生
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に
公

示
さ

れ
た

日
に

限
る

。
以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）
か

ら
令

和

８
年

３
月

3
1
日
ま

で
の

間
に

、
法

第
1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同
条

第
１

項

に
規

定
す

る
地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を
受

け
た

同

条
第

４
項

に
規
定

す
る

認
定

事
業

者
（

同
条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事
業

を
実

施

す
る

者
に

限
る

。
以

下
「

認
定

事
業

者
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

て
、

当
該

認
定

を
受

け
た

日
か

ら
同
日

の
翌

日
以

後
３

年
を

経
過
す

る
日

ま
で

（
同

日
ま

で
に
同

条
第

６

項
の

規
定

に
よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ
た

と
き

は
、

そ
の

取
り

消
さ
れ

た
日

の

前
日

ま
で

）
の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定
業

務
施

設

整
備

計
画

に
従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定
め

る
省

令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。
以

下
「

省
令

」
と

い
う

。
）

第
２

条
第
１

号
に

規

定
す

る
特

別
償
却

設
備

（
法

第
５

条
第

４
項
第

５
号

に
規

定
す

る
特

定
業
務

児
童

福

祉
施

設
の

う
ち

同
号

に
規

定
す

る
特

定
業

務
施

設
の

新
設

に
併

せ
て

整
備
さ

れ
る

も

の
の

用
に

供
す
る

減
価

償
却

資
産

を
除

く
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以

下
「

特
別

償
却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事

業
の

用
に

供
し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と
い

う
。

）
の

属
す

る
年

又
は
事

業
年

度

以
後

の
各

年
又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額
又

は
収

入
金

額
（

事
業

税
の
課

税
標

準

額
と

な
る

も
の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特
別

償
却

設
備

に
係

る
も

の
と
し

て
省

令

第
３

条
の

規
定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し
て

課
す

る
事

業
税

の
税

率
を
、

栃
木

県

県
税

条
例

（
平
成

1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号
。

以
下

「
県

税
条

例
」

と
い
う

。
）

第

5
6
条

（
県

税
条
例

附
則

第
2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る
場

合
を

含

む
。

）
及

び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ
る

年
又

は
事

業
年

度
の

区
分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め
る

割
合

を

乗
じ

た
税
率

と
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 

（
不

動
産
取

得
税
の

課
税
免

除
）

 

（
事

業
税
の

不
均
一

課
税
）

 

第
２
条

 
知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域
内

に
お

い
て

法
第

５
条

第
1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条
第

１
項

の

地
域

再
生

計
画
（

同
条

第
４

項
第

５
号

に
規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域
等

特
定

業

務
施

設
整

備
事
業

に
関

す
る

事
項

が
記

載
さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公
示

さ
れ

た

日
（

地
域

再
生
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に
公

示
さ

れ
た

日
に

限
る

。
以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）
か

ら
令

和

６
年

３
月

3
1
日
ま

で
の

間
に

、
法

第
1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同
条

第
１

項

に
規

定
す

る
地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を
受

け
た

同

条
第

４
項

に
規
定

す
る

認
定

事
業

者
（

同
条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事
業

を
実

施

す
る

者
に

限
る

。
以

下
「

認
定

事
業

者
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

て
、

当
該

認
定

を
受

け
た

日
か

ら
同
日

の
翌

日
以

後
３

年
を

経
過
す

る
日

ま
で

（
同

日
ま

で
に
同

条
第

６

項
の

規
定

に
よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ
た

と
き

は
、

そ
の

取
り

消
さ
れ

た
日

の

前
日

ま
で

）
の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定
業

務
施

設

整
備

計
画

に
従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定
め

る
省

令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。
以

下
「

省
令

」
と

い
う

。
）

第
２

条
第
１

号
に

規

定
す

る
特

別
償
却

設
備

（
以

下
「

特
別

償
却

設
備

」
と

い
う

。
）

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以

下
「

特
別

償
却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事

業
の

用
に

供
し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と
い

う
。

）
の

属
す

る
年

又
は
事

業
年

度

以
後

の
各

年
又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額
又

は
収

入
金

額
（

事
業

税
の
課

税
標

準

額
と

な
る

も
の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特
別

償
却

設
備

に
係

る
も

の
と
し

て
省

令

第
３

条
の

規
定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し
て

課
す

る
事

業
税

の
税

率
を
、

栃
木

県

県
税

条
例

（
平
成

1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

。
以

下
「

県
税

条
例

」
と

い
う

。
）

第

5
6
条

（
県

税
条
例

附
則

第
2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る
場

合
を

含

む
。

）
及

び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ
る

年
又

は
事

業
年

度
の

区
分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め
る

割
合

を

乗
じ

た
税
率

と
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 

（
不

動
産
取

得
税
の

課
税
免

除
）

 

 



（7）号外第41号栃 木 県 公 報令和６（2024）年６月19日　水曜日

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
事

業
税
の

不
均
一

課
税
）

 

第
２
条

 
知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域
内

に
お

い
て

法
第

５
条

第
1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条
第

１
項

の

地
域

再
生

計
画
（

同
条

第
４

項
第

５
号

に
規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域
等

特
定

業

務
施

設
整

備
事
業

に
関

す
る

事
項

が
記

載
さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公
示

さ
れ

た

日
（

地
域

再
生
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に
公

示
さ

れ
た

日
に

限
る

。
以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）
か

ら
令

和

８
年

３
月

3
1
日
ま

で
の

間
に

、
法

第
1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同
条

第
１

項

に
規

定
す

る
地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を
受

け
た

同

条
第

４
項

に
規
定

す
る

認
定

事
業

者
（

同
条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事
業

を
実

施

す
る

者
に

限
る

。
以

下
「

認
定

事
業

者
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

て
、

当
該

認
定

を
受

け
た

日
か

ら
同
日

の
翌

日
以

後
３

年
を

経
過
す

る
日

ま
で

（
同

日
ま

で
に
同

条
第

６

項
の

規
定

に
よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ
た

と
き

は
、

そ
の

取
り

消
さ
れ

た
日

の

前
日

ま
で

）
の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定
業

務
施

設

整
備

計
画

に
従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定
め

る
省

令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。
以

下
「

省
令

」
と

い
う

。
）

第
２

条
第
１

号
に

規

定
す

る
特

別
償
却

設
備

（
法

第
５

条
第

４
項
第

５
号

に
規

定
す

る
特

定
業
務

児
童

福

祉
施

設
の

う
ち

同
号

に
規

定
す

る
特

定
業

務
施

設
の

新
設

に
併

せ
て

整
備

さ
れ

る
も

の
の

用
に

供
す
る

減
価

償
却

資
産

を
除

く
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以

下
「

特
別

償
却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事

業
の

用
に

供
し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と
い

う
。

）
の

属
す

る
年

又
は
事

業
年

度

以
後

の
各

年
又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額
又

は
収

入
金

額
（

事
業

税
の
課

税
標

準

額
と

な
る

も
の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特
別

償
却

設
備

に
係

る
も

の
と
し

て
省

令

第
３

条
の

規
定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し
て

課
す

る
事

業
税

の
税

率
を
、

栃
木

県

県
税

条
例

（
平
成

1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号
。

以
下

「
県

税
条

例
」

と
い
う

。
）

第

5
6
条

（
県

税
条
例

附
則

第
2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る
場

合
を

含

む
。

）
及

び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ
る

年
又

は
事

業
年

度
の

区
分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め
る

割
合

を

乗
じ

た
税
率

と
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 

（
不

動
産
取

得
税
の

課
税
免

除
）

 

（
事

業
税
の

不
均
一

課
税
）

 

第
２
条

 
知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域
内

に
お

い
て

法
第

５
条

第
1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条
第

１
項

の

地
域

再
生

計
画
（

同
条

第
４

項
第

５
号

に
規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域
等

特
定

業

務
施

設
整

備
事
業

に
関

す
る

事
項

が
記

載
さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公
示

さ
れ

た

日
（

地
域

再
生
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に
公

示
さ

れ
た

日
に

限
る

。
以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）
か

ら
令

和

６
年

３
月

3
1
日
ま

で
の

間
に

、
法

第
1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同
条

第
１

項

に
規

定
す

る
地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を
受

け
た

同

条
第

４
項

に
規
定

す
る

認
定

事
業

者
（

同
条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事
業

を
実

施

す
る

者
に

限
る

。
以

下
「

認
定

事
業

者
」

と
い

う
。

）
で

あ
っ

て
、

当
該

認
定

を
受

け
た

日
か

ら
同
日

の
翌

日
以

後
３

年
を

経
過
す

る
日

ま
で

（
同

日
ま

で
に
同

条
第

６

項
の

規
定

に
よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ
た

と
き

は
、

そ
の

取
り

消
さ
れ

た
日

の

前
日

ま
で

）
の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定
業

務
施

設

整
備

計
画

に
従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定
め

る
省

令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。
以

下
「

省
令

」
と

い
う

。
）

第
２

条
第
１

号
に

規

定
す

る
特

別
償
却

設
備

（
以

下
「

特
別

償
却

設
備

」
と

い
う

。
）

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以

下
「

特
別

償
却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事

業
の

用
に

供
し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と
い

う
。

）
の

属
す

る
年

又
は
事

業
年

度

以
後

の
各

年
又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額
又

は
収

入
金

額
（

事
業

税
の
課

税
標

準

額
と

な
る

も
の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特
別

償
却

設
備

に
係

る
も

の
と
し

て
省

令

第
３

条
の

規
定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し
て

課
す

る
事

業
税

の
税

率
を
、

栃
木

県

県
税

条
例

（
平
成

1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

。
以

下
「

県
税

条
例

」
と

い
う

。
）

第

5
6
条

（
県

税
条
例

附
則

第
2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る
場

合
を

含

む
。

）
及

び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ
る

年
又

は
事

業
年

度
の

区
分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め
る

割
合

を

乗
じ

た
税
率

と
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 

（
不

動
産
取

得
税
の

課
税
免

除
）

 

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
（

施
行
期

日
等
）

 

第
１
条

 
こ

の
条
例

は
、
令

和
７

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
た
だ

し
、
次

の
各
号

に
掲

げ
る
規

定
は
、

当
該
各

号
に

定
め

る
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

 
(
1
)
 
第
３

条
、
次

項
及
び

附
則

第
４
条

の
規
定

 
公
布

の
日

 

 
(
2
)
 
第
２

条
及
び

附
則
第

３
条

の
規
定

 
令
和

８
年
４

月
１

日
 

２
 

第
３
条

中
栃
木

県
地
方

活
力

向
上
地

域
に
お

け
る
県

税
の

課
税
免

除
及
び

不
均
一

課
税

に
関
す

る
条
例

第
２
条

の
改

正
規

定
（

「
令

和
６
年

３
月

3
1
日
」

を
「
令

和
８
年

３
 

 
月

3
1
日
」

に
改
め

る
部
分

に
限

る
。
）

は
、
令

和
６
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

。
 

（
栃

木
県
県

税
条
例

の
一
部

改
正

に
伴
う

経
過
措

置
）

 

 
第
２
条

 
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

栃
木

県
県

税
条

例
（

以
下

「
７

年
新

条
例

」
と

い
う

。
）

附
則

第
2
3
条

の
３

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

 

日
」

と
い
う

。
）
以

後
に
開

始
す

る
事
業

年
度
に

係
る
法

人
の

事
業
税

に
つ

い
て

適
用

し
、

施
行

日
前

に
開

始
し
た

事
業

年
度
に

係
る
法

人
の
事

業
税

に
つ
い

て
は

、
な

お
従

 

前
の

例
に
よ

る
。

 

２
 

施
行
日

以
後
最

初
に
開

始
す

る
事
業

年
度
（

以
下
「

最
初

事
業

年
度

」
と

い
う

。
）
の

事
業
税

（
地
方

税
法
等

の
一

部
を
改

正
す
る

法
律
（

令
和

６
年
法

律
第
４

号
）
の

公
 

布
の

日
（
以

下
「
法

公
布
日

」
と

い
う
。

）
を
含

む
事

業
年

度
の

前
事

業
年
度

の
事
業

税
に

つ
い
て

第
１
条

の
規
定

に
よ

る
改
正

前
の
栃

木
県
県

税
条

例
第

5
4
条

第
１

項
第
１

 

号
ア

に
掲
げ

る
法
人

に
該
当

し
た

も
の
で

あ
っ
て

、
法

公
布

日
の

前
日

の
現
況

に
よ
り

資
本

金
の
額

又
は
出

資
金
の

額
が

１
億
円

以
下
で

あ
る
と

判
定

さ
れ
、

か
つ
、

法
公
布

 

第
３
条

 
知
事

は
、

認
定

事
業

者
で

あ
っ

て
、

当
該

認
定

を
受

け
た

日
か

ら
同

日
の

翌

日
以

後
３

年
を
経

過
す

る
日

ま
で

（
同

日
ま
で

に
法

第
1
7
条

の
２

第
６

項
の

規
定

に

よ
り

当
該

認
定
を

取
り

消
さ

れ
た

と
き

は
、
そ

の
取

り
消

さ
れ

た
日

の
前
日

ま
で

）

の
間

に
、

当
該
認

定
を

受
け

た
地

方
活

力
向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整
備

計
画

に

従
っ

て
省

令
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

（
以

下
「

特
別

償
却

設

備
」

と
い

う
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以
下

「
特

別
償

却
設

備
設

置

者
」

と
い

う
。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
で

あ
る

家
屋

及
び

そ
の

敷
地

で

あ
る

土
地

の
取
得

（
公

示
日

以
後

の
取

得
に
限

り
、

か
つ

、
土

地
の

取
得
に

つ
い

て

は
、

そ
の

取
得
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て
１

年
以

内
に

当
該

土
地

を
敷
地

と
す

る

当
該

家
屋

の
建
設

の
着

手
が

あ
っ

た
場

合
に
お

け
る

当
該

土
地

の
取

得
に
限

る
。

）

に
対

し
て
課

す
る
不

動
産
取

得
税

を
免
除

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

（
固

定
資
産

税
の
課

税
免
除

及
び

不
均
一

課
税
）

 

第
４
条

 
知
事

は
、

特
別

償
却

設
備

設
置
者

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償
却

設
備

で
あ

る

県
税

条
例

第
1
2
7
条

に
規

定
す

る
大

規
模

の
償

却
資

産
（

公
示

日
以

後
に

取
得

し
た

も
の

に
限

る
。
以

下
「

大
規

模
償

却
資

産
」
と

い
う

。
）

に
対

し
て

課
す
る

当
該

大

規
模

償
却

資
産

を
事

業
の

用
に

供
し

た
日

の
属

す
る

年
の

翌
年

の
４

月
１
日

を
初

日

と
す

る
年
度

分
の
固

定
資
産

税
を

免
除
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

略
 

第
３
条

 
知
事

は
、

特
別

償
却

設
備

設
置

者

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
に

つ
い

て
、

当
該

特
別

償
却

設
備

で
あ

る
家

屋
及

び
そ

の
敷

地
で

あ
る

土
地

の
取
得

（
公

示
日

以
後

の
取

得
に
限

り
、

か
つ

、
土

地
の

取
得
に

つ
い

て

は
、

そ
の

取
得
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

に
当

該
土

地
を

敷
地

と
す

る

当
該

家
屋

の
建
設

の
着

手
が

あ
っ

た
場

合
に
お

け
る

当
該

土
地

の
取

得
に
限

る
。

）

に
対

し
て
課

す
る
不

動
産
取

得
税

を
免
除

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

（
固

定
資
産

税
の
課

税
免
除

及
び

不
均
一

課
税
）

 

第
４
条

 
知
事

は
、

特
別

償
却

設
備

設
置
者

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償
却

設
備

で
あ

る

県
税

条
例

第
1
2
7
条

に
規

定
す

る
大

規
模

の
償

却
資

産
（

公
示

日
以

後
に

取
得

し
た

も
の

に
限

る
。
以

下
「

大
規

模
償

却
資

産
」
と

い
う

。
）

に
対

し
て

課
す
る

供
用

日

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の
属

す
る

年
の

翌
年

の
４

月
１
日

を
初

日

と
す

る
年
度

分
の
固

定
資
産

税
を

免
除
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

略
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附

 
則

 

 
（

施
行
期

日
等
）

 

第
１
条

 
こ

の
条
例

は
、
令

和
７

年
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る

。
た
だ

し
、
次

の
各
号

に
掲

げ
る
規

定
は
、

当
該
各

号
に

定
め

る
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
(
1
)
 
第
３

条
、
次

項
及
び

附
則

第
４
条

の
規
定

 
公
布

の
日

 

 
(
2
)
 
第
２

条
及
び

附
則
第

３
条

の
規
定

 
令
和

８
年
４

月
１

日
 

２
 

第
３
条

中
栃
木

県
地
方

活
力

向
上
地

域
に
お

け
る
県

税
の

課
税
免

除
及
び

不
均
一

課
税

に
関
す

る
条
例

第
２
条

の
改

正
規
定

（
「
令

和
６
年

３
月

3
1
日
」

を
「
令

和
８
年

３
 

 
月

3
1
日
」

に
改
め

る
部
分

に
限

る
。
）

は
、
令

和
６
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る
。

 

（
栃

木
県
県

税
条
例

の
一
部

改
正

に
伴
う

経
過
措

置
）

 

 
第
２
条

 
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

栃
木

県
県

税
条

例
（

以
下

「
７

年
新

条
例

」
と

い
う

。
）

附
則

第
2
3
条

の
３

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

 

日
」

と
い
う

。
）
以

後
に
開

始
す

る
事
業

年
度
に

係
る
法

人
の

事
業
税

に
つ

い
て

適
用

し
、

施
行

日
前

に
開

始
し
た

事
業

年
度
に

係
る
法

人
の
事

業
税

に
つ
い

て
は

、
な

お
従

 

前
の

例
に
よ

る
。

 

２
 

施
行
日

以
後
最

初
に
開

始
す

る
事
業

年
度
（

以
下
「

最
初

事
業

年
度

」
と

い
う

。
）
の

事
業
税

（
地
方

税
法
等

の
一

部
を
改

正
す
る

法
律
（

令
和

６
年
法

律
第
４

号
）
の

公
 

布
の

日
（
以

下
「
法

公
布
日

」
と

い
う
。

）
を
含

む
事

業
年

度
の

前
事

業
年
度

の
事
業

税
に

つ
い
て

第
１
条

の
規
定

に
よ

る
改
正

前
の
栃

木
県
県

税
条

例
第

5
4
条

第
１

項
第
１

 

号
ア

に
掲
げ

る
法
人

に
該
当

し
た

も
の
で

あ
っ
て

、
法

公
布

日
の

前
日

の
現
況

に
よ
り

資
本

金
の
額

又
は
出

資
金
の

額
が

１
億
円

以
下
で

あ
る
と

判
定

さ
れ
、

か
つ
、

法
公
布

 

第
３
条

 
知
事

は
、

認
定

事
業

者
で

あ
っ

て
、

当
該

認
定

を
受

け
た

日
か

ら
同

日
の

翌

日
以

後
３

年
を
経

過
す

る
日

ま
で

（
同

日
ま
で

に
法

第
1
7
条

の
２

第
６

項
の

規
定

に

よ
り

当
該

認
定
を

取
り

消
さ

れ
た

と
き

は
、
そ

の
取

り
消

さ
れ

た
日

の
前
日

ま
で

）

の
間

に
、

当
該
認

定
を

受
け

た
地

方
活

力
向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整
備

計
画

に

従
っ

て
省

令
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

（
以

下
「

特
別

償
却

設

備
」

と
い

う
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以
下

「
特

別
償

却
設

備
設

置

者
」

と
い

う
。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償
却

設
備

で
あ

る
家

屋
及

び
そ
の

敷
地

で

あ
る

土
地

の
取
得

（
公

示
日

以
後

の
取

得
に
限

り
、

か
つ

、
土

地
の

取
得
に

つ
い

て

は
、

そ
の

取
得
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て
１

年
以

内
に

当
該

土
地

を
敷
地

と
す

る

当
該

家
屋

の
建
設

の
着

手
が

あ
っ

た
場

合
に
お

け
る

当
該

土
地

の
取

得
に
限

る
。

）

に
対

し
て
課

す
る
不

動
産
取

得
税

を
免
除

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

（
固

定
資
産

税
の
課

税
免
除

及
び

不
均
一

課
税
）

 

第
４
条

 
知
事

は
、

特
別

償
却

設
備

設
置
者

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償
却

設
備

で
あ

る

県
税

条
例

第
1
2
7
条

に
規

定
す

る
大

規
模

の
償

却
資

産
（

公
示

日
以

後
に

取
得

し
た

も
の

に
限

る
。
以

下
「

大
規

模
償

却
資

産
」
と

い
う

。
）

に
対

し
て

課
す
る

当
該

大

規
模

償
却

資
産

を
事

業
の

用
に

供
し

た
日

の
属

す
る

年
の

翌
年

の
４

月
１
日

を
初

日

と
す

る
年
度

分
の
固

定
資
産

税
を

免
除
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

略
 

第
３
条

 
知
事

は
、

特
別

償
却

設
備

設
置

者

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
に

つ
い

て
、

当
該

特
別

償
却

設
備

で
あ

る
家

屋
及

び
そ

の
敷

地
で

あ
る

土
地

の
取
得

（
公

示
日

以
後

の
取

得
に
限

り
、

か
つ

、
土

地
の

取
得
に

つ
い

て

は
、

そ
の

取
得
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

に
当

該
土

地
を

敷
地

と
す

る

当
該

家
屋

の
建
設

の
着

手
が

あ
っ

た
場

合
に
お

け
る

当
該

土
地

の
取

得
に
限

る
。

）

に
対

し
て
課

す
る
不

動
産
取

得
税

を
免
除

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

（
固

定
資
産

税
の
課

税
免
除

及
び

不
均
一

課
税
）

 

第
４
条

 
知
事

は
、

特
別

償
却

設
備

設
置
者

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償
却

設
備

で
あ

る

県
税

条
例

第
1
2
7
条

に
規

定
す

る
大

規
模

の
償

却
資

産
（

公
示

日
以

後
に

取
得

し
た

も
の

に
限

る
。
以

下
「

大
規

模
償

却
資

産
」
と

い
う

。
）

に
対

し
て

課
す
る

供
用

日

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の
属

す
る

年
の

翌
年

の
４

月
１
日

を
初

日

と
す

る
年
度

分
の
固

定
資
産

税
を

免
除
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

略
 

 

日
か

ら
最
初

事
業
年

度
の
開

始
の

日
の
前

日
ま
で

の
間

に
終

了
し

た
各

事
業
年

度
分
の

事
業

税
に
つ

い
て
同

号
イ
に

掲
げ

る
法
人

に
該
当

し
た
も

の
の

行
う
事

業
に
対

す
る
事

 

業
税

を
除
く

。
）
に

係
る
７

年
新

条
例
附

則
第

2
3
条

の
３

の
規

定
の
適

用
に
つ

い
て
は

、
同

条
中
「

前
事
業

年
度
」

と
あ

る
の
は

、
「
地

方
税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法
律

 

（
令

和
６
年

法
律
第

４
号
）

の
公

布
の
日

を
含
む

事
業

年
度

の
開

始
の

日
の
前

日
か
ら

同
法

附
則
第

７
条
第

２
項
に

規
定

す
る
最

初
事
業

年
度
の

開
始

の
日
の

前
日
ま

で
の
間

 

に
終

了
し
た

い
ず
れ

か
の
事

業
年

度
分
」

と
す
る

。
 

 
第
３
条

 
第

２
条

の
規
定

に
よ

る
改
正

後
の
栃

木
県
県

税
条

例
（
以

下
「

８
年

新
条

例
」

と
い
う

。
）
第

5
4
条
第

１
項

（
第
１

号
に
係

る
部
分

に
限

る
。
）

の
規
定

は
、
附

則
第

 

１
条

第
１
項

第
２
号

に
掲
げ

る
規

定
の
施

行
の
日

以
後
に

開
始

す
る
事

業
年
度

に
係

る
法
人

の
事

業
税

に
つ

い
て
適

用
し

、
同
日

前
に
開

始
し
た

事
業

年
度
に

係
る
法

人
の
事

 

業
税

に
つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の

例
に
よ

る
。

 

 
２

 
８
年

新
条
例

第
5
4
条

第
１

項
第
１

号
イ

（
８

年
新

条
例

附
則
第

2
3
条
の

３
の
規

定
に

よ
り
読

み
替
え

て
適
用

す
る

場
合
を

含
む

。
）

に
規

定
す

る
所
得

等
課
税

法
人
以

外
の

 

法
人

で
資
本

金
の
額

若
し
く

は
出

資
金
の

額
が

１
億

円
以

下
の

も
の
又

は
同
号

イ
に
規

定
す

る
所
得

等
課
税

法
人
以

外
の

法
人
で

資
本

若
し

く
は

出
資

を
有

し
な

い
も

の
の
う

 

ち
同

号
イ

(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に
掲

げ
る

法
人
に

該
当
す

る
も
の

が
行

う
事
業

に
対
す

る
令

和
８

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
９

年
３

月
3
1
日

ま
で
の

間
に
開

始
す

る
各
事

業
年
度

分
の
事

 

業
税

に
つ
い

て
８
年

新
条
例

第
5
8
条

の
規

定
に
よ

り
申
告

納
付

す
べ
き

事
業
税

額
（
以

下
「

令
和
８

年
度
分

基
準
法

人
事

業
税
額

」
と
い

う
。
）

が
、

当
該
法

人
が
行

う
事
業

 

に
対

す
る

当
該

事
業

年
度

の
事

業
税

に
つ

い
て

当
該

法
人

を
同

号
イ

に
掲

げ
る

法
人

と
み

な
し

た
場

合
に

８
年

新
条

例
第

5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付

す
べ

き
事

業
税

額
 

（
以

下
「

比
較

法
人

事
業

税
額

」
と

い
う

。
）

を
超

え
る

場
合

に
は

、
当

該
超

え
る

金
額

の
３

分
の

２
に

相
当

す
る

金
額

（
当

該
金

額
に

1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

又
 

は
当

該
金

額
の

全
額

が
1
0
0
円

未
満

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

端
数

金
額

又
は

当
該

全
額

を
切

り
上

げ
た

金
額

）
は

、
令

和
８

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
か

ら
控

除
す

る
も

 

の
と

し
、
当

該
法
人

が
行
う

事
業

に
対
す

る
令
和

９
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間
に

開
始
す

る
各

事
業

年
度
分

の
事
業

税
に
つ

い
て

８
年

新
条

例
第

5
8
条

 

の
規

定
に
よ

り
申
告

納
付
す

べ
き

事
業
税

額
（
以

下
「

令
和

９
年

度
分

基
準
法

人
事
業

税
額

」
と
い

う
。
）

が
、
比

較
法

人
事
業

税
額
を

超
え
る

場
合

に
は

、
当

該
超

え
る
金

 

額
の

３
分
の

１
に
相

当
す
る

金
額

（
当
該

金
額
に

1
0
0
円

未
満
の

端
数
が

あ
る
場

合
又
は

当
該

金
額
の

全
額
が

1
0
0
円

未
満
で

あ
る
場

合
に
は

、
当
該

端
数

金
額
又

は
当
該

全
額

 

を
切

り
上
げ

た
金
額

）
は
、

令
和

９
年
度

分
基
準

法
人

事
業

税
額

か
ら

控
除
す

る
も
の

と
す

る
。

 

（
栃

木
県
地

方
活
力

向
上
地

域
に

お
け
る

県
税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課
税

に
関
す

る
条

例
の
一

部
改
正

に
伴
う

経
過

措
置
）

 

第
４
条

 
第

３
条
の

規
定
に

よ
る

改
正
後

の
栃
木

県
地
方

活
力

向
上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税
免

除
及
び

不
均
一

課
税

に
関
す

る
条
例

第
３
条

及
び

第
４
条

の
規
定

は
、

附
則

 

第
１

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
規

定
の

施
行

の
日

以
後

に
特

別
償

却
設

備
（

地
域

再
生

法
第

1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
 

号
）

第
２
条

第
１
号

に
規
定

す
る

特
別
償

却
設
備

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
新

設
し

、
又

は
増
設

し
た
者

に
つ
い

て
適

用
し
、

同
日
前

に
特
別

償
却

設
備
を

新
設
し

、
又
は

 

増
設

し
た
者

に
つ
い

て
は
、

な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。

 

 
（

税
務
課

）
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日
か

ら
最
初

事
業
年

度
の
開

始
の

日
の
前

日
ま
で

の
間

に
終

了
し

た
各

事
業
年

度
分
の

事
業

税
に
つ

い
て
同

号
イ
に

掲
げ

る
法
人

に
該
当

し
た
も

の
の

行
う
事

業
に
対

す
る
事

 

業
税

を
除
く

。
）
に

係
る
７

年
新

条
例
附

則
第

2
3
条

の
３

の
規

定
の
適

用
に
つ

い
て
は

、
同

条
中
「

前
事
業

年
度
」

と
あ

る
の
は

、
「
地

方
税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法
律

 

（
令

和
６
年

法
律
第

４
号
）

の
公

布
の
日

を
含
む

事
業

年
度

の
開

始
の

日
の
前

日
か
ら

同
法

附
則
第

７
条
第

２
項
に

規
定

す
る
最

初
事
業

年
度
の

開
始

の
日
の

前
日
ま

で
の
間

 

に
終

了
し
た

い
ず
れ

か
の
事

業
年

度
分
」

と
す
る

。
 

 
第
３
条

 
第

２
条

の
規
定

に
よ

る
改
正

後
の
栃

木
県
県

税
条

例
（
以

下
「

８
年

新
条

例
」

と
い
う

。
）
第

5
4
条
第

１
項

（
第
１

号
に
係

る
部
分

に
限

る
。
）

の
規
定

は
、
附

則
第

 

１
条

第
１
項

第
２
号

に
掲
げ

る
規

定
の
施

行
の
日

以
後
に

開
始

す
る
事

業
年
度

に
係

る
法
人

の
事
業

税
に
つ

い
て
適

用
し

、
同
日

前
に
開

始
し
た

事
業

年
度
に

係
る
法

人
の
事

 

業
税

に
つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の

例
に
よ

る
。

 

 
２

 
８
年

新
条
例

第
5
4
条

第
１

項
第
１

号
イ

（
８

年
新

条
例

附
則
第

2
3
条
の

３
の
規

定
に

よ
り
読

み
替
え

て
適
用

す
る

場
合
を

含
む

。
）

に
規

定
す

る
所
得

等
課
税

法
人
以

外
の

 

法
人

で
資
本

金
の
額

若
し
く

は
出

資
金
の

額
が

１
億

円
以

下
の

も
の
又

は
同
号

イ
に
規

定
す

る
所
得

等
課
税

法
人
以

外
の

法
人
で

資
本

若
し

く
は

出
資

を
有

し
な

い
も

の
の
う

 

ち
同

号
イ

(
ｱ
)
又

は
(
ｲ
)
に
掲

げ
る

法
人
に

該
当
す

る
も
の

が
行

う
事
業

に
対
す

る
令

和
８
年

４
月

１
日

か
ら

令
和
９

年
３

月
3
1
日

ま
で
の

間
に
開

始
す

る
各
事

業
年
度

分
の
事

 

業
税

に
つ
い

て
８
年

新
条
例

第
5
8
条

の
規

定
に
よ

り
申
告

納
付

す
べ
き

事
業
税

額
（
以

下
「

令
和
８

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税
額

」
と
い

う
。
）

が
、

当
該
法

人
が
行

う
事
業

 

に
対

す
る

当
該

事
業

年
度

の
事

業
税

に
つ

い
て

当
該

法
人

を
同

号
イ

に
掲

げ
る

法
人

と
み

な
し

た
場

合
に

８
年

新
条

例
第

5
8
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

納
付

す
べ

き
事

業
税

額
 

（
以

下
「

比
較

法
人

事
業

税
額

」
と

い
う

。
）

を
超

え
る

場
合

に
は

、
当

該
超

え
る

金
額

の
３

分
の

２
に

相
当

す
る

金
額

（
当

該
金

額
に

1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

又
 

は
当

該
金

額
の

全
額

が
1
0
0
円

未
満

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

端
数

金
額

又
は

当
該

全
額

を
切

り
上

げ
た

金
額

）
は

、
令

和
８

年
度

分
基

準
法

人
事

業
税

額
か

ら
控

除
す

る
も

 

の
と

し
、
当

該
法
人

が
行
う

事
業

に
対
す

る
令
和

９
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

1
0
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間
に

開
始
す

る
各

事
業

年
度
分

の
事
業

税
に
つ

い
て

８
年

新
条

例
第

5
8
条

 

の
規

定
に
よ

り
申
告

納
付
す

べ
き

事
業
税

額
（
以

下
「

令
和

９
年

度
分

基
準
法

人
事
業

税
額

」
と
い

う
。
）

が
、
比

較
法

人
事
業

税
額
を

超
え

る
場

合
に

は
、

当
該
超

え
る
金

 

額
の

３
分
の

１
に
相

当
す
る

金
額

（
当
該

金
額
に

1
0
0
円

未
満
の

端
数
が

あ
る
場

合
又
は

当
該

金
額
の

全
額
が

1
0
0
円

未
満
で

あ
る
場

合
に
は

、
当
該

端
数

金
額
又

は
当
該

全
額

 

を
切

り
上
げ

た
金
額

）
は
、

令
和

９
年
度

分
基
準

法
人

事
業
税

額
か
ら

控
除
す

る
も
の

と
す

る
。

 

（
栃

木
県
地

方
活
力

向
上
地

域
に

お
け
る

県
税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課
税

に
関
す

る
条

例
の
一

部
改
正

に
伴
う

経
過

措
置
）

 

第
４
条

 
第

３
条
の

規
定
に

よ
る

改
正
後

の
栃
木

県
地
方

活
力

向
上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税
免

除
及
び

不
均
一

課
税

に
関
す

る
条
例

第
３
条

及
び

第
４
条

の
規
定

は
、

附
則

 

第
１

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
規

定
の

施
行

の
日

以
後

に
特

別
償

却
設

備
（

地
域

再
生

法
第

1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
 

号
）

第
２
条

第
１
号

に
規
定

す
る

特
別
償

却
設
備

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
新

設
し

、
又

は
増
設

し
た
者

に
つ
い

て
適

用
し
、

同
日
前

に
特
別

償
却

設
備
を

新
設
し

、
又
は

 

増
設

し
た
者

に
つ
い

て
は
、

な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。

 

 
（

税
務
課

）
 
 

 

  


